
１　取扱件数（※ 埼玉県は平成26年4月14日からの実績、千葉県は平成29年4月1日からの実績） ２　患者の状況

（１）他県から東京都への搬送件数

（１）母体妊娠週数

（２）転院搬送理由

＜神奈川県＞ 　　　＜埼玉県＞

 

     ※Ｈ30年度埼玉県搬送（例外対象）：依頼１件、受入１件（搬送中止）

（２）東京都から他県への搬送件数

 

（３）地域・ブロック別件数（他県からの搬送のみ） ＜千葉県＞ 前期破水：１件

（３）平均所要時間及び平均照会件数

　他県コーディネーター等から都周産期搬送コーディネーターへの依頼から、搬送先決定まで

県域を越えた周産期搬送体制の構築に向けた試行の実施状況について

１ これまでの経緯

（１）平成23年11月2日 平成23年度第1回周産期医療協議会で神奈川県との試行について了承

（２）平成24年1月31日 東京都と神奈川県の間で県域を越えた周産期搬送に係る試行を開始

（３）平成26年3月19月 平成25年度第2回周産期医療協議会で埼玉県との試行について了承

（４）平成26年4月14日 東京都と埼玉県の間で県域を越えた周産期搬送に係る試行を開始

（５）平成29年2月2日 平成28年度第1回周産期医療協議会で千葉県との試行について了承

（６）平成29年4月1日 東京都と千葉県の間で県域を越えた周産期搬送に係る試行を開始

（７）平成30年7月25日 埼玉県との県域を越えた周産期搬送の取扱いの一部変更

（８）令和２年11月１日 埼玉県との県域を越えた周産期搬送に関し、「周産期搬送に係る連携体制についての協定書」を締結

２ 試行の実施状況（平成26年4月1日から令和4年3月31日まで：計354件）

参考資料７


